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令和６年第１回区議会定例会提出予定議案 

 

条例議案 

 

 １ 品川区の組織改正に伴う関係条例の整理に関する条例 

 

   概   要  品川区組織条例の改正に伴い、関係条例の規定を整備

する。  
    〔改正する条例〕 

     ⑴ 品川区特別職報酬等審議会条例 

     ⑵ 品川区財産価格審議会条例 

   施行期日  令和６年４月１日 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 品川区行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用

等に関する法律に基づく個人番号の利用および特定個人情報の提供

に関する条例の一部を改正する条例 

 

   概   要  「行政手続における特定の個人を識別するための番

号の利用等に関する法律」の改正および個人番号を利

用する事務の終了等に伴い、規定を整備する。 

   施行期日  「行政手続における特定の個人を識別するための番

号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」の

施行の日またはこの条例の公布の日のいずれか遅い日

（個人番号を利用する事務の終了等に関する改正規定

は、令和６年４月１日） 
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 ３ 品川区いじめ防止対策推進条例の一部を改正する条例 

 

   概  要  いじめの防止等のための対策を総合的かつ実効的に

推進するため、いじめに関する相談およびいじめに対

する措置に係る組織体制を強化する。 

   施行期日  令和６年４月１日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 品川区附属機関の構成員の報酬および費用弁償に関する条例の一

部を改正する条例  

 

   概   要  「品川区ジェンダー平等と性の多様性を尊重し合う社

会推進会議」の委員の報酬日額を定めるほか、組織改正

に伴い規定を整備する。 

    〔報酬日額〕 

     会 長  ２万３，０００円 

     副会長  ２万０，０００円 

     委 員  １万４，０００円 

   施行期日  令和６年７月１日（組織改正に伴う改正規定は、同 

年４月１日） 

  



 - 3 - 

 ５ 品川区ジェンダー平等と性の多様性を尊重し合う社会を実現する

ための条例 

 

   概  要  ジェンダー平等と性の多様性を尊重し合う社会を実

現するため、必要な事項を定める。 

    〔規定する主な事項〕 

     ⑴ 基本理念 

     ⑵ 区、区民等、教育関係者および事業者等の責務 

     ⑶ 推進計画の策定の手続等 

     ⑷ 「品川区ジェンダー平等と性の多様性を尊重し合う社会

推進会議」の設置等推進体制の整備 

   そ の 他  付則において、「品川区立総合区民会館条例」および

「品川区組織条例の一部を改正する条例」の一部を改

正する。 

   施行期日  令和６年４月１日（推進体制に関する規定は、同年

７月１日） 

 

 

 

 

 ６ 品川区職員定数条例の一部を改正する条例 

 

   概  要  児童相談所の開設準備および行財政の見直しに伴い、

職員の定数上の措置を行う。 

    〔現 行〕 ２，５９３人 

    〔改正後〕 ２，６６６人 

         （令和７年３月３１日までは、１００人を限度とし

て定数外とする。） 

   施行期日  令和６年４月１日 
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 ７ 職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例 

 

   概  要  一時保護業務手当の支給対象者を改める。 

〔現 行〕 児童相談所に勤務する職員 

〔改正後〕 児童相談課および児童相談所に勤務する職員 

   施行期日  令和６年４月１日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ８ 品川区手数料条例の一部を改正する条例 

 

   概  要  戸籍法が改正されたことに伴い、戸籍証明書等の申請

に係る手数料の新設を行うほか、組織改正等に伴い規定

を整備する。 

   施行期日  令和６年３月１日（規定整備に関する改正規定は、

同年４月１日） 
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 ９ 品川区立児童センター条例の一部を改正する条例 

 

   概  要  指定管理者制度を導入するため、必要な事項を定め

る。 

    〔規定する内容〕 

     ⑴ 指定管理者の指定の手続 

     ⑵ 児童センターの管理の基準 

     ⑶ 児童センターの指定管理者が行う業務 

     ⑷ 個人情報の取扱いに関する指定管理者の責務 

   施行期日  公布の日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 １０ 品川区子ども・子育て会議条例の一部を改正する条例 

 

   概   要  こども基本法が施行されたことを踏まえ、こども施

策に関し必要な事項を審議することなどを子ども・子育

て会議の所掌事務とするほか、会議の庶務を処理する

課を変更する。 

   施行期日  令和６年４月１日 
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 １１ 品川区特定教育・保育施設および特定地域型保育事業の運営の

基準に関する条例の一部を改正する条例 

 

   概   要  「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並び

に特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準」

が改正されたことを踏まえ、重要事項に係る書面掲示

規制を見直すほか、規定を整備する。 

   施行期日  令和６年４月１日（規定整備に関する改正規定は、

公布の日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 １２ 品川区社会福祉基金条例の一部を改正する条例 

 

   概  要  社会福祉基金のうち障害者福祉基金を廃止する。 

   施行期日  公布の日 
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 １３ 品川区立大原児童発達支援センター条例 

 

   概   要  障害児等の福祉の向上を図るため、地域における障

害児支援の中核的な役割を担う品川区立大原児童発達

支援センターを設置する。 

〔所在地〕 品川区戸越六丁目１６番１号 

    〔事 業〕 

⑴ 児童発達支援 

⑵ 放課後等デイサービス 

⑶ 保育所等訪問支援 

⑷ 障害児相談支援事業 

⑸ 特定相談支援事業 

⑹ 地域における交流事業 など 

施行期日  令和７年９月１日（指定管理者の指定に係る規定は、

公布の日） 

 

 

 

 

 

 １４ 品川区介護保険制度に関する条例の一部を改正する条例 

 

   概  要  介護保険法施行令が改正されたことを踏まえ、令和

６年度から令和８年度までにおける保険料率を定める

ほか、規定を整備する。 

    ⑴ 第一号被保険者の保険料率の基準額 

     〔現 行〕  月額６，１００円 

     〔改正後〕  月額６，５００円 

    ⑵ 保険料率の区分 

〔現 行〕  所得に応じて１４段階 

〔改正後〕  所得に応じて１７段階 

   施行期日  令和６年４月１日 
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１５ 品川区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備および運営

の基準等に関する条例の一部を改正する条例 

 

   概  要  「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び

運営に関する基準」が改正されたことに伴い、指定地

域密着型サービスの事業の人員および運営の基準等を

見直す。 

   施行期日  令和６年４月１日（重要事項に係る書面掲示規制の

見直しに関する改正規定は、令和７年４月１日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１６ 品川区指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備お

よび運営ならびに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予

防のための効果的な支援の方法の基準等に関する条例の一部を改

正する条例 

 

   概  要  「指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、

設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービス

に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する

基準」が改正されたことに伴い、指定地域密着型介護

予防サービスの事業の人員および運営ならびに指定地

域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効

果的な支援の方法の基準等を見直す。 

   施行期日  令和６年４月１日（重要事項に係る書面掲示規制の

見直しに関する改正規定は、令和７年４月１日） 
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１７ 品川区指定介護予防支援等の事業の人員および運営ならびに指

定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の

基準等に関する条例の一部を改正する条例 

 

   概   要  「指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに

指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的

な支援の方法に関する基準」が改正されたことに伴い、

指定介護予防支援等の事業の人員および運営ならび

に指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果

的な支援の方法の基準等を見直す。 

   施行期日  令和６年４月１日（重要事項に係る書面掲示規制の

見直しに関する改正規定は、令和７年４月１日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 １８ 品川区指定居宅介護支援等の事業の人員および運営の基準等に

関する条例の一部を改正する条例 

 

   概   要  「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関す

る基準」が改正されたことに伴い、指定居宅介護支援

等の事業の人員および運営の基準等を見直す。 

   施行期日  令和６年４月１日（重要事項に係る書面掲示規制の

見直しに関する改正規定は、令和７年４月１日） 
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１９ 品川区廃棄物の処理および再利用に関する条例の一部を改正す

る条例 

 

   概   要  粗大ごみの排出に係る有料粗大ごみ処理券の添付の

省略について定める。 

   施行期日  令和６年４月１日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ２０ 品川区道路の構造の技術的基準に関する条例の一部を改正する

条例 

 

   概   要  道路構造令が改正されたことを踏まえ、自転車通行

帯等の構造の一般的技術的基準を定めるほか、規定を

整備する。 

   施行期日  公布の日 
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２１ 品川区立学校の学校医、学校歯科医および学校薬剤師の公務災

害補償に関する条例の一部を改正する条例 

 

   概   要  「都立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の

公務災害補償に関する条例」が改正されたことを踏ま

え、補償基礎額を改めるほか、「困難な問題を抱える

女性への支援に関する法律」が施行されることに伴い

規定を整備する。 

   施行期日  公布の日（規定整備に関する改正規定は、令和６年

４月１日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ２２ 選挙長等の報酬および費用弁償に関する条例の一部を改正する

条例 

 

   概   要  選挙長等の報酬額を改める。 

   施行期日  公布の日 
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契約議案 

 

１ 第二戸越幹線整備工事（下流部シールド）請負契約の変更につい

て 

 

   契約金額の変更について 

   〔変更前〕  ４３億２，４５４万円 

   〔変更後〕  ４７億４，００８万７，０００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事件議案 

 

 １ 児童相談所を設置する特別区における措置費共同経理課の共同設

置に関する規約について 

 

   児童福祉法第５０条第７号および第７号の３に規定する費用の支

弁に関する事務等を処理するため、児童相談所を設置する特別区と

共同して措置費共同経理課を設置する。 
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 ２ 東京都後期高齢者医療広域連合規約の変更について 

 

保険料の軽減措置を延長するため、関係区市町村の負担金を新た

に定めることから、東京都後期高齢者医療広域連合の規約を変更す

る。 

 

 

 

 

 

 

予算議案 

 

 １ 令和５年度品川区一般会計補正予算 

 

  ⑴ 歳入歳出予算補正額        ９８８，９７０千円減額 

   （補正後の歳入歳出予算額  ２０３，４８２，８７２千円） 

  ⑵ 繰越明許費            ８件 

  ⑶ 債務負担行為補正件数   追加  ８件  

                 変更  １件 

 

 

 

 

 

 

 

 ２ 令和５年度品川区国民健康保険事業会計補正予算 

 

  ⑴ 歳入歳出予算補正額      １，６０７，８８４千円追加 

   （補正後の歳入歳出予算額   ３７，８３８，３６４千円） 
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 ３ 令和５年度品川区後期高齢者医療特別会計補正予算 

 

  ⑴ 歳入歳出予算補正額        １３７，７７２千円減額 

   （補正後の歳入歳出予算額   １０，０１８，２２０千円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ４ 令和５年度品川区介護保険特別会計補正予算 

 

  ⑴ 歳入歳出予算補正額        ８５６，５８７千円追加 

   （補正後の歳入歳出予算額   ２８，６１０，５９０千円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ５ 令和６年度品川区一般会計予算 

 

  ⑴ 歳入歳出予算額      ２０３，６５６，０００千円 

  ⑵ 債務負担行為    ４２件 

  ⑶ 一時借入金     最高額 ５０億円 
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 ６ 令和６年度品川区国民健康保険事業会計予算 

 

  ⑴ 歳入歳出予算額       ３６，５９１，８８６千円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ７ 令和６年度品川区後期高齢者医療特別会計予算 

 

  ⑴ 歳入歳出予算額       １０，７９３，３５９千円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ８ 令和６年度品川区介護保険特別会計予算 

 

  ⑴ 歳入歳出予算額       ２８，２３８，６７２千円 
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 ９ 令和６年度品川区災害復旧特別会計予算 

 

  ⑴ 歳入歳出予算額        １，５００，０００千円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

報  告 

 

 １ 専決処分の報告について 

 

    和解および損害賠償額の決定について 

   件 名  自転車走行中に起きた自転車との接触事故 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


